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１．開 会 

○司会（産業政策推進室 山内補佐） おはようございます。 

本日は、年末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。 

ただいまから第１４回宮城県産業振興審議会を開催いたします。 

ご報告申し上げます。 

磯田委員、谷口委員、早坂委員が本日所用のため欠席しております。 

また、本会議は定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 

２．あいさつ 

○司会 それでは、開会に当たり、高橋農林水産局長からごあいさつを申し上げます。 

○高橋農林水産局長 おはようございます。 

産業経済部の高橋でございます。 

きょうの審議会の開会に当たりまして、一言御礼のあいさつをさせていただきます。 

四ツ柳会長初め、委員の皆様方には、年の瀬、非常に押し詰まった日にもかかわらず、ご出

席を賜りましたこと、まずもって心から感謝を申し上げる次第でございます。 

きょうは、「みやぎ商工業振興中期行動計画」と、それから、「みやぎ食と農の県民条例基

本計画」の見直しについて、それぞれ最終案についてご審議をいただくことといたしてござい

ます。 

これまで、それぞれの計画につきまして、商工業部会は、髙橋部会長のもとで、農業部会の

方は工藤部会長のもとでご審議をしていただいたところでございます。その審議の結果を踏ま

えまして、きょう最終案という形で取りまとめをさせていただいたところでございます。 

よろしくご審議を賜りますように、お願いを申し上げる次第でございます。 

既に、報道等でご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、昨日、宮城県の１８年度の政策

方針を発表をさせていただいたところでございます。１８年度に取り組む重点的、戦略的な政

策方針ということで、富県戦略による宮城の産業経済の飛躍への助走、宮城グローバル戦略の

推進など、８項目を掲げてございます。 

今回の政策方針は、産業経済政策重視型というようなことになってございます。１８年度

は、この政策方針に基づいて、きょうこれからご審議をいただくそれぞれの計画の目標の達成

に向けて、具体の施策展開を図ることとなるわけでございます。 

県の財政事情、非常に深刻な状況であるということは、委員の皆様方、既にご承知のとおり
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でございます。具体の施策の推進に当たっては、あれもこれもというわけにはいかない現状が

ございます。あれかこれかの選択をきちっとしながら、最小の投資で最大の効果を上げること

が求められております。それぞれの計画に基づいて、効果的かつ効率的な政策展開に努めてま

いりますので、委員各位のご指導、ご支援を賜りますようにお願いを申し上げる次第でござい

ます。 

本日の審議、これまで同様忌憚のないご意見を賜りますようにお願いを申し上げまして、開

会に当たってのあいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、議事に入ります前に、お手元の資料の確認をさせていただきいと存じます。 

 資料は、ナンバーを右上の方に付してございます。資料１から資料９までございます。 

 不足等がございましたら、手を上げてお知らせいただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、これより四ツ柳会長に議事進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいた

します。 

 

３．議 事 

○四ツ柳会長 それでは、ご指名でございます、私、四ツ柳からきょうの議事の進行をさせてい

ただきます。 

ご存じのとおり、今、高齢化、少子化の問題とか、それから多様な環境的制約、資源的制約

が今までにも増して厳しくなってくる中で、これからの宮城県の産業のあり方をきょうここで

ご審議いただくわけです。 

本日は、二つの部会長、髙橋部会長、工藤部会長、両部会長のもとで作業をしてきておりま

した一つの答申が出てまいりましたので、委員の先生方には、これをきょうご検討いただい

て、結論を得たいと思っておりますので、審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

両案とも私が拝見する限り、現状の宮城県が持っております課題をきれいに整理して、その

中で最大限元気が出る方向への集約をなさっていらっしゃると思いますので、その点も含めて

どうぞ慎重なご審議と、それから、よりよい案にまとまるための、適切なご意見ございました

らアドバイスをいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず、議事に入ります前に、本審議会は、第１回平成12年度において公開すると

決定いただいておりますので、本日もこの原則にのっとりまして、公開するものとして進めさ
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せていただきます。 

本日は、まず、「（仮称）みやぎ商工業振興中期行動計画」、それから、次に、「みやぎ食

と農の県民条例基本計画」の見直しの最終案の審議になります。 

それでは、議事に入りたいと思いますので、審議会の円滑な運営にご協力をお願いいたしま

す。 

 

（１）「（仮称）みやぎ商工業振興中期行動計画」の最終案について 

○四ツ柳会長 まず、議事１の「（仮称）みやぎ商工業振興中期行動計画」の最終案につきまし

て、商工業部会の髙橋部会長から説明をお願いいたします。 

○髙橋商工業部会長 それでは、審議に当たりまして、商工部会長として一言ごあいさつ申し上

げます。 

平成９年の３月に策定した「産業振興アクションプラン」の後継プランの策定について、平

成１６年の１２月１５日に宮城県から諮問を受けました。当商工部会では、合計３回、また、

本審議会でも合計２回の審議を重ねてまいりました。 

また、事務局におきましては、関係各機関からの意見聴取、さらには、宮城県のホームペー

ジ上でのパブリックコメントの募集を実施し、寄せられた多くのご意見を本計画に反映しまし

た。今回、ご提示している答申案は、その積み重ねによる集大成であります。 

商工部会の中では、かってない人口減少社会という現実を踏まえ、右肩上がりの高度経済成

長時代とは違う視点での計画づくりという案も出ましたが、最終的には、目標を高く掲げ、そ

の目標に向かって邁進する姿勢・努力が大事なのではないかということになりました。 

ただし、その目標値を掲げるときには、どうしても商工業関係の指標は、例えば、今の日本

経済は、中国が風邪を引けば、日本がくしゃみをすると言われるように、世界の政治情勢や経

済動向に大きく左右されるため、県がひたむきに努力をすれば達成できる「行動目標」、ま

た、その結果の延長線上にあり、景気や経済の動向に左右されてしまうが、あくまでも、その

目標に向かって邁進するということでの「成果目標」の二段階の目標を設定しました。 

そして、やはりこの計画は、県の計画ということで、最終的結果は、県民の幸せにつながら

なければならないということで、最終目標を所得と雇用の安定に設定しました。 

その二つの指標は、日本の経済状況等に左右されるために、比較評価としての各都道府県ご

との指標である、１人当たりの県民所得ランキングと有効求人倍率ランキングのアップという

目標に設定しました。 
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先ほどもお話ししましたが、厚生労働省の人口問題研究所の推計値によりますと、統計を開

始した１８９９年以来、統計のない戦中戦後の地域を除きまして、初めて「人口減少時代」に

突入したと見られると発表されました。日本は、かつて経験したことのない人口減少の時代に

入ることは確実な情勢となっております。 

戦略的な対応を怠れば経済の停滞と縮小を招き、確実に衰退への道を歩むと考えられます。

この一、二年が分かれ道と考えておりまして、この行動計画の確実な実施をもとに、本県経済

の活性化を図っていきたいと考えております。 

ぜひぜひご活発かつ慎重なご審議を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、事務局の方からご説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局 新産業振興課の佐藤と申します。 

私の方から、みやぎ商工業振興中期行動計画の資料説明をいたします。 

資料１、２、３の資料に沿ってご説明させていただきます。座って説明させていただきま

す。 

前回、産業振興審議会、１０月７日に開催されましたが、その提示後、変更したところを重

点にお話しさせていただきます。 

まず、資料１でございますが、変更が右側にございます。まず、序章の部分に、第２章の部

分を入れさせていただきました。それから、第３章に新たに加えました本計画の本県の目指す

姿を具体的に示すということで、目標年度における本県商工業の姿ということで、第３章に加

えさせていただきました。 

続きまして、資料２をごらんいただきます。 

これは、本文は、資料４の方に本文ございますが、この要約をしたものが資料２でございま

す。サブテーマとして、「持続的なイノベーションを生み出す産業生態系を目指して」、「元

気企業倍増宣言」ということで設けさせていただきました。 

私ども豊かで、安心とゆとりある地域づくりの実現に向けて産業振興を進めるという中で、

この計画では、新たなビジネスプランや販路開拓に取り組む経営革新や技術革新等を積極的に

行う企業が次々生まれるような、そんな地域を目指すということとしております。そして、元

気企業、ここでは、例えば雇用がふえる、あるいは利益、売り上げが増加する。または、技術

やノウハウが蓄積されるなど、このような元気な企業があふれる地域を目指すということを意

味し、サブテーマといたしました。 

その下に、本県の目指す姿と計画期間中の基本方針ということで、三つほど上げました。足
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腰の強い産業集積、それから経営革新企業百花繚乱、そして、地域の魅力度アップという三つ

の基本方針を上げました。 

下の方に、本県の分析としてありまして、本県経済の流れからの課題等を上げ、さらには、

本県のすぐれたポテンシャルということで、六つほど位置づけました。そこから、キーワー

ド、真ん中ごろにありますけれども、四つほどのキーワードを上げました。産学官の連携、知

的財産の活用、成熟社会、そしてグローバル化ということで、四つのキーワードを上げまし

て、我々目指す事業推進として、重点推進プロジェクトとしまして、九つのプロジェクトを上

げております。 

さらに、それをより着実なものにするということで、一番右側にありますが、産業人材育

成、さらには、産業団体との連携強化、各種金融機関の支援、そして、リエゾン機能の強化と

いうことで、事業プロジェクトを推進していきたいと考えております。 

続いて、次の資料３をごらんいただければと思います。 

審議会の委員の先生からもできるだけ数値目標を上げるというようなご提案がございまし

た。左側に行動目標、我々が事業を実施し、その具体的な部分の行動目標、そして、その成果

としての部分を右側に成果目標として位置づけております。九つのプロジェクトごとに、それ

ぞれ行動目標、そして成果目標を位置づけました。 

例えば幅の広い産業構造への転換プロジェクトということで三つほどの行動目標を上げまし

た。成長分野企業に対する支援数ということで、５年後には１，６００社ということを目標に

したい。そして、成果目標として、それらの企業に支援することによりまして、成功した、あ

るいは元気になった企業数ということで、８００社ということで目標を立てております。 

以下、各プロジェクトごとに、行動目標、成果目標を掲げております。 

二つ目の企業立地促進プロジェクトでは、企業訪問件数、そして、成果目標としては、その

企業立地件数、あるいは先端技術産業の立地件数等を上げております。 

三つ目のプロジェクトのビジネスプランが次々生まれ育つ土壌づくりプロジェクトでは、起

業希望者に対する支援件数等を上げております。成果目標では、その起業者の方が実際起業し

た人数ということで上げております。 

知財創造の活用プロジェクトでは、相談件数を行動目標に、そして、成果目標としては、年

間の特許活用支援件数ということで上げております。 

みやぎ地域ブランド力強化プロジェクトでございますけれども、地域名プラス県産品という

ことで、商品開発または販路開拓をした支援数、そして、東京アンテナショップ「宮城ふるさ
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とプラザ」での売り上げが伸びた地域ブランド商品数ということを成果目標に上げておりま

す。 

市場を意識した商品づくり、販路開拓プロジェクトでは、みやぎ産業振興機構が実施する実

践経営塾の参加企業数を上げております。そして、成果目標としては、その経営塾の参加によ

り成功した企業数ということで上げております。 

集客交流サービス産業振興プロジェクトでは、観光ボランティアの数、そして、成果目標で

は観光消費額、さらには、外国人の宿泊数等を上げております。 

商店街の魅力度向上プロジェクトですが、ＴＭＯ認定数、これはまちづくりを運営、管理す

る団体ということですが、件数を上げ、成果目標として、空き店舗を減らすということを上げ

ております。 

グローバルビジネス拡大プロジェクトでは、国際経済コンサルティングの利用された事業所

数、そして、成果目標としては、貿易額ということで上げております。 

このようなプロジェクトを推進することによりまして、元気企業を倍増しようと。そして、

到達目標として、開業率が廃業率を上回るような、そんな到達目標を上げ、先ほど部会長より

ありましたように、その結果として１人当たりの県民所得ランキングをアップする。さらに

は、有効求人倍率のランキングをアップするということを我々として目標としたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

 それでは、これからのご予定を申し上げたいと思いますが、おおむね４０分程度、今回ご提

案いただいた案件に関してご審議いただいて、おおよそのめどとしては１１時ぐらいを目標に

ご意見いただきたいと思います。 

 それでは、皆様方の方から、どこからでも結構でございます。いつものとおりご意見のある

方、挙手をして発言をしていただきたいと思います。どうぞ。 

○伊藤委員 添付のこちらの資料の４の３１ページのところで、幅の広い産業構造への転換を目

指すという文章の最初の段落で、「幅の広い、足腰の強い産業構造への転換を図る」というふ

うに書いてございます。それで、足腰の強い産業構造への転換を図るというのは、わかりやす

いんですけれども、幅の広い産業構造への転換という、幅の広いという意味が、すべてのキー

ワードに上がっていますけれども、そこが、ぱっと見たときに、間口が広いのか、深さと幅と

いう点からちょっと気になるキーワードがすべてのところに出ているように私にはちょっと、
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もっと前に議論すべき内容かもしれませんけれども、そういうことがちょっと気がつきました

ので、どういう意味なのか、すみませんけれども、もう一度ご説明いただきたいと思います。 

○髙橋商工部会長 基本的に、例えば宮城県の製造業ですと、中小企業というのは、６，０００

社以上ございますけれども、この製造の出荷製品というのは、トータルで６割以上を占めてい

るんです、シェアとして。この企業さんたちは、９５％というぐらい下請型の産業でして、企

画力もない、マーケティング力もない、開発力もないというような企業さんですね。これを根

底から変革させないと、やっぱり宮城県の、東北全体にも言えることだと思いますけれども、

その産業の活性化というのはおぼつかないというふうに基本的に考えています。 

 そういう点で、それらの電子機械産業を支えてきた旧来型の下請型の中小企業を根底から変

えるということで、多方面への転換、経営革新ということをやっぱり基本として考えたいと思

っていました。 

○四ツ柳会長 よろしゅうございますでしょうか。 

○伊藤委員 どうして、その表現が幅の広いという言葉なのか。今のお話だと、もう既にすごく

幅の広い製造業が宮城県にはたくさんあるけれども、それを足腰強くしようというのならわか

るんですけれども、幅の広いのをもっと幅広くしようという。 

○髙橋商工業部会長 いや、決して幅広いとは思われませんね。治工具だとか金型とか、そうい

う電子機械産業を支えてきた、割と幅の狭い産業といっても現代ではいいと思います。ですけ

れども、情報家電にしても様相が変化していまして、トータルの産業の中では川下と言われる

組み立て産業等については、やはり日本の弱さが出てきておりますし、そういう点で、車社会

だとか、いろんな方向、バイオだとか、医療だとか、そういう多方面への拡散ということがこ

れからの対応策としては必要だというふうに思っております。そういう点での幅広さでござい

ます。 

○伊藤委員 ここにも書かれている、特にこの目標の一番上のタイトルのキーワードですよね。

この資料３とか。そこで、先ほど私が読みました足腰の強い産業構造への転換といえば非常に

わかりやすいんですけれども、ここから頭から幅広いという意味が、今、高橋委員がおっしゃ

ったように、皆さんがぱっと気がつくキーワードかなというのがちょっと心配だということで

あります。 

○四ツ柳課長 いかがでしょうか。今、中身は、今ご説明あったとおり、大多数の下請型の中小

企業の実態を見て、それに向かって５カ年間でよりパワーが出るようなスタイルに変えていき

たいという趣旨はわかる、明確に。表現の問題ですね。 
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○新産業振興課 吉田課長 すみません。少し補足させていただきますが、この場合には、キー

ワードとしては、ジャンルとネットワークということを意識して幅の広いということを考えて

おります。ジャンルと申しますのは、電気機械や食品産業などに特化しておるような産業構造

になっているわけですけれども、医療・福祉、それから環境のように、地域で持続的に事業が

発生し、継続的なメンテナンス事業にも対応していけるような、そういった産業分野にも広く

支援をして産業構造の転換を図りたいという意味。 

 それから、ネットワークの方は、ものづくりネットワークなどを考えていただきますと、も

のづくりとサービスといったもののネットワークを強固にしていくこと。それから、川上と川

下ですね。単に、製造だけじゃなくて、販路開拓、市場、マーケットとの結びつき、こういっ

たものを強くしていくということ。このジャンルとネットワークの幅を広げていきたいという

ことがここで想定しているものでございます。 

○四ツ柳会長 関連して、どうぞ。 

○岡田委員 ３１ページの一番上のキャッチなんですが、今のお話でもちょっと誤解があるんじ

ゃないかなと思われるんですけれども、持続的なイノベーションということをまず書いてあり

ますね。わずか５カ年間の計画でイノベーションが持続的にというのは、これは、ちょっと言

葉としてはいかがなものかなと。イノベーションをきちっと確立をする。そういうことを可能

とする、まさにこの産業生態系という言葉が、今のジャンルと幅の問題を多分言い当てたんだ

と思いますが、体言どめではなくて、むしろ、産業生態系の実現を目指すとか、イノベーショ

ンによる生態系の実現なんだという、こういうキャッチだと、すとんときますけれども、持続

的なイノベーションはいかがなものかなというのと、生態系でとめていただくと、それをどう

するんだということは、すぐに読者というか、県民にはぴんとこないと思います。今の中身と

大体セットでというか、同じような疑問点なんですが。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。これは、意図するところは、単発的なイノベーション

でとまってしまうと、またすぐ隘路にはまりますから、イノベーションを続けて生み出してい

けるようなスタイルの企業の構成を目指すという意図だろうと思いますが、いかがですか。高

橋さん。 

○髙橋商工業部会長 そうですね。産業基盤の基本として、経営革新でも、それから新産業の創

造でも、やはりシスティマティックな組織を構えて、そして持続するような展開を行っていき

たいと。そういう点での持続性ですね。単発的なものでなくて、アントレプレナ（起業家）精

神を発揮させるようなシステムづくりをするとか、そういう点では具体的に申し上げますと、
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基礎養成講座のようなもので、そういう新しい産業を引き下げて台頭してくるベンチャーとい

うようなものを県民全体から呼びよこすような、そういう風土づくりから始まって、そして、

足腰強く持続性を持って、それが営々と営まれるようなことを語りたかったんですけれども。 

○岡田委員 イノベーションの使い方の問題だと思いますが、今、イノベーションが求められる

のは、多分部会でご議論いただいたというふうにおっしゃっていましたけれども、まさに少子

化の問題ですね。それともう一つは、余り触れていないので私大変気になったんですが、やは

り環境対応の新しい、まさに環境と経済がどう共存するか、あるいは逆に言うと共生していけ

るかという、そこへ向けてのイノベーションが明確に大きな転換としてはっきりと打ち出され

ているかどうか。そして、今、おっしゃるようなことは、いわばバージョンアップといいます

か、多少そのイノベーションを個々の企業、産業ごとにきちっと踏まえたそれぞれ地域性のあ

る、あるいは企業のある規模ですとか、特殊性ですとか、そんなことを踏まえた、そういう段

階のことであって、今、イノベーションを使う場合は、やはり少子化とむしろ環境だと思いま

す。それが、具体的にあるかどうかですよね。 

 そうなると、わずか５カ年間ですから、大きなところでは踏まえておきながらも、当面はや

はりこのイノベーションを可能とする産業生態系はおもしろいと思います。しかし、それを実

現するんだということの方がはるかに説得力があるんじゃないでしょうか。 

○四ツ柳会長 非常に重要な根本的な問題ですので、ほかの委員の先生方もちょっとご意見いた

だければと思います。ございませんでしょうか。どうぞ。 

○佐藤委員 キーワードですから、ぴたっといくのが一番いいんですけれども、ぴたっといって

しまうとそれにだけというふうなことにもなり得るわけで、今、皆さんの意見は、狭く深くと

いうふうなことを突いている意見だなと思いますけれども、場合によっては、浅く、広くとい

うふうな部分も必要なんじゃないかなというふうに思います。柔軟で何か進展性があってとい

うふうな意味も含めて、広く大きくとらえていくというのも一つのキーワードのとらえ方じゃ

ないかなと思います。 

○四ツ柳会長 何かご提案ございますか、それを表現するキーワードとして、こんなものはいか

がかと。 

○佐藤委員 決定的に、この文言が間違っているのであれば、それは直していかなければならな

いんですけれども、私は、これが、だめであるかどうかは、知識がございません。ただ、今の

お話の中では、もしちょっと違うんじゃないかという、そういう意味合いの部分があるわけで

す。それを深く追及していくのがいいのか。それともフレキシブルというか、発展性を含めた
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中で広く議論した方がいいのかというと、私は、広い方がいいんじゃないかなというふうに思

います。私には決定的に違っているかどうかの知識がないので。 

○四ツ柳会長 わかりました。ありがとうございました。ほかの委員の先生方から何かご意見ご

ざいますでしょうか。 

 私が拝見している範囲では、３２ページに、目指す重点的な分野を設定しという、（１）の

中に重点的な分野が並んでおりますよね。この中に、先ほどの環境問題も含めて、多様な、そ

れこそかなり幅広い領域が、しかもそれぞれに現在かなり緊急を要する課題を抱えている問題

がありますね。これを包括的に表現しようとすれば、私も今までの日本の多様なイノベーショ

ンのあり方を見ていますと、限定的単発的なケースが非常に多いもんですから、それをここに

産業生態系、要は産業の一つの生き生きとして活躍するフィールドのイメージをとらえて表現

していられるのかなと私は理解をしておりました。 

 ですから、ちょっと耳なれない言葉ではあるんですが、一つの産業も生き物みたいなもので

すから、非常にダイナミックに動くものですから、それが生き生きとして、次々と新しいイノ

ベーションを生み出していけるような姿に育っていかなければ、宮城県の将来の姿は我々は安

心して見ていられないという気持ちがありますので、それも含められて、生態系というキーワ

ードとそれから持続的なというキーワード、それから目指してというのが、これ、ちょっと緩

和していますよね。いきなりここを５年間で達成するというわけじゃなくて、そこへ向かって

努力するという意味合いが盛られているかなと私は理解をしておりました。 

 実に多様な緊急の課題がこのイからホの中にそれぞれ含まれておりましてね。どれか一つで

もブレークするとすれば、非常に大きなものに発展できる、ビジネスチャンスにつながるわけ

ですから。マスタープランとしてはこんなところかなと思っておりましたが、どうぞ、ご意見

いただきたいと思います。 

○工藤農業部会長 私は、ちょっと、さっきのご意見と同じで、環境というキーワードが少し出

されていないのかなという感じがして読ませていただきました。ただ、１１ページには、第４

ということで、環境及び省エネルギー、省資源意識の広がりということで、るる記載されてお

ります。ただし、こういう記載が、いわばプロジェクトの中にどういうふうに生かされるの

か、あるいは産業生態系という、そういう文言の中に環境等の折り合いとか、そのマッチング

みたいな話が織り込まれて使われているのか、その持続的なイノベーション以降の話の中に、

明示的に環境という、その折り合いをどうつけるかというのは、そんなような話が出てこない

のでちょっと気になりましたけれども、いかがでしょうか。 
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○髙橋商工業部会長 環境のアセスメント（影響評価）という点では、また、側面的な違った角

度からのいろんな施策があるわけでして、ここでは基本的には、産業というとらえ方をしてい

まして、いろんな項目の中に、それは環境も老人福祉も、そういうものの産業的な取り扱いに

ついては、全部ここの中で組み込まれていることにしてあります。 

そういう点で、３２ページの先端技術だとかと同じように、環境産業だとか情報だとか、医

療・福祉だとかという形でも取り上げているわけですけれども。そうご理解いただきたいと思

います。 

○岡田委員 ちょっと、しつこいようなんですが、大事なことだと思いますので、再度重ねたい

と思います。 

１５年の経産省環境調和推進室の報告書、環境立国論ですよね。その後の、我が国が今、い

ろいろと環境税等々大変議論があるところでも全部その問題というのは、非常に大きくかかわ

っておりますし、中身は個々の事業体、企業一つ一つが環境報告を出してください、それぐら

いのレベルでなければ企業というのは今後存立しませんよという、そういう時代に入ってい

る、あるいはみんなで入ろうという、そういうまさにそこが大変革なところというふうに理解

をしておりますので、やはりそこが明確に下敷きとしてあるかないか、これは大変大きいなと

思います。 

○四ツ柳会長 髙橋部会長は十分それを含めて視野に入っているとおっしゃるわけですが、どう

ぞ、ほかの方から見ても、やはりもうちょっと確認をした方がいいというご意見ございました

ら。どうぞ。 

○水野委員 やはり今の商工業の振興について環境とは切り離せないもんですから、こちらに書

いてある部分についても、それが出てこないですね。資料の１と２についても入っていないと

いうのは、やはり今後の産業のあり方について、やっぱりその点は岡田委員のおっしゃるとお

り片手落ちになっているんじゃないかなという感じがいたします。 

○四ツ柳会長 ありがとうございます。ほかにご意見ございますか。 

 ほかにございませんようでしたら、これも、ただ表現の問題、ベースの流れとコンセプトと

しての表現の問題であると思いますので、 

○髙橋商工業部会長 少しだけ追加してお話し申し上げたいと思いますけれども、確かに健康福

祉だとか、環境エネルギーだとか、そういう形のものが国からも以前から提示されてきている

わけですけれども、割とそういう分野は、宮城県については先進的に行われているような状況

と判断しておりまして、先ほども中に込められておりますという表現しておりまして、特別に
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取り立ててここで強調して、この９プロジェクトの中で表に出ないような表現になっておりま

すけれども。 

 ここへきまして、国も来年度の中小企業支援だとか、国の予算、それから中小企業のみなら

ず産業に対する支援という点では、戦略的重点分野として、情報家電だとか、燃料電池だと

か、コンテンツ（ニュース、映画、テレビ番組、歌、ビデオゲーム、マンガ、アニメなど）だ

とか、ロボットというような、そういう重点施策を上げまして、それで、サポートインダスト

リー（広くものづくりを支える基盤的技術産業）として、それを支える中小のあり方というよ

うなところで大変大きな予算を組み込んでおります。これに東北、宮城の中小企業もおくれず

についていけるようなニューフロンティアマーケット（未開の市場）という分野、それから、

ニューフロンティア技術というのを携えてそういうのに参画していかないと、東北の産業とい

うのは、関東大企業に比べて衰退の一途をたどるという危機感を持っております。そういう点

でイノベーティブな産業政策のあり方という点で掲げたつもりですので、ご理解いただきたい

というふうに思います。 

○四ツ柳会長 これは本当に根本的な問題ですから、もうお一方か、二方、ご意見ありましたら

いただきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

○堀切川委員 部会の委員の立場で前回お聞きしたときは、これでほぼ完璧かなと思って聞いて

いたんですが、委員の先生方からのご意見伺っていると、確かにそうだなという感じはしまし

た。ただ、私は、個人的には髙橋部会長がおっしゃったとおりなんですけれども、宮城のもの

づくりの基盤技術がまずどっしりあって、あと次代に対応したいろんな産業に展開できる足腰

の強い企業群の結集を目指すという方向自体は間違っていないというふうに思います。それ

で、ものづくりの基盤は変わらなくて、それを使う側の方が新しい産業として先端技術だとか

という組み合わせは時代が古いので、実は、新しい産業を満たすには、ものづくり自体も常に

イノベーティブに変わっていかなければいけないということが、多分、この持続的なイノベー

ションを可能にさせる産業生態系の意味だろうと、私は理解したつもりです。 

 それでいくと、ただ、３１ページのキーワード１の１ですけれども、先ほど伊藤委員の方か

らもお話しがありましたが、幅の広い産業構造への転換を目指すというのが表に出てしまう

と、そこのところが意識としては余り伝わらない可能性もあるので、その後に書いてあるキー

ワードを足して、幅の広いかつ足腰の強い産業構造への転換を目指すという、その足腰の強い

というところが一つは新しい時代をつくれるようにものづくりの入口から出口まで、常にイノ

ベーションを意識するということになるのではないかなというふうに思ったところです。 
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 あと、環境の問題を個別の強化する産業に組み込んだ形でいいのかどうかというのは、確か

に大きな問題で、私はもし環境を入れるのであれば、３４ページのキーワード３で成熟社会を

目指すというところがキーワードとしてはうたわれているんですけれども、多分成熟社会が単

に産業の競争力をつけさせるだけというところに、ひょっとしたら少し欠けがあるかもしれな

いなと。成熟社会というのは、常にあらゆる産業がこれからは環境調和を猛烈に意識して取り

組むことが含まれているんだという精神をもし入れるのであれば、キーワード３のところに何

らかの記述をしっかり入れて、宮城は成熟社会というのは、環境を猛烈に意識していますよと

いうことをうたうのであれば、こちらの方が間口が広いような感じが個人的にはいたしまし

た。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。もうお一方、まだご発言ない方、どうぞ。 

○佐宗委員 私も今の意見に賛成なのですけれども、もう一つ成熟社会のところに、環境の問題

を追加するとすれば、一緒に安全とかセキュリティに関することも加えていただきたいなと思

いますが、いかがなもんでしょうか。 

○四ツ柳会長 安全は、近ごろ随分、あちこちで思わぬトラブルが発生していますから、しかし

社会全体としてはそうですが、今、ここで余り、確かに幅広くは一層なりますけれども、これ

は余り発散してしまう可能性もありますね。 

 ただ、ちょっと、私自身の受けとめ方、だんだん今議論が熟してきて、改めて振り返って考

えると、この持続的なというキーワードの中に、ある意味ですべてが入っているんですね。環

境にしろ、それから人点な問題にしろ、資源的な問題にしろ、どれが欠けてもこれは持続可能

性というのはなくなるわけですね。ですから、持続的なというキーワードの中に、ご議論いた

だいたものが包括的なキーワードとしてはすべてをこれ含んでいるコンセプトととらえる見方

もあろうかと思います。 

 それで、今、持続的なものの中で、最後、私、人と言いましたけれども、最近、経済学者の

正村公宏さんが書いた、「経済が社会を破壊する」という本があるんですね。ここの中で、い

かにして持続可能な社会を構築する人材を養成するかという副題がついているんですけれど

も、今、日本の社会は、人的資源において、次世代を担う人の破壊が進行している。ですか

ら、環境破壊、それから資源の収奪の問題、加えて人そのものの劣化がこの社会の持続可能性

を破壊しているというそういう論調がありました。 

 ですから、この中で、産業育成のために人材養成ということをきちっとうたっていますか

ら、その人材をきちっと養成していく中の目標を達成しながら持続可能なイノベーション、イ



-14- 

ノベーションというのは必ず人間からしか出てきませんから、人を育てるんだという姿勢がこ

こに私は盛られているかなと思いますが。 

あと、もう一段、今のご意見を踏まえて、再検討して整理すべき点は、髙橋部会長と少し議

論を深めていきたいかと思いますので。 

 時間が少ないもんですから、この話題はここまでに一応させていただいて。 

○髙橋商工業部会長 そうですね。持続的なというとき、英語ではサスティナブルということに

なりますけれども、サスティナブルという言葉自体が環境を意味するとさえ最近は言われてい

ますけれども、そこまではごり押ししませんから、それで、堀切川委員のおっしゃったような

キーワード３のところに、やっぱり組み込むことを考えたいと思いますので、この件は。 

○水野委員 １１ページの第４のところに、やはり環境と経済活動の密接なかかわりと書いてあ

るので、この部分の延長上での表現が入ればというような感じはするんですけれども、いかが

でしょうか。 

○四ツ柳会長 １１ページの第４ですか。 

○水野委員 これは社会経済の潮流と本県の経済の中で明記されておりますので、この部分の引

用によれば、環境問題と実際に今後の経済活動とは切り離しては決して考えられないんだとい

う方向でストレートに入ってこれるんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○四ツ柳会長 ですから、これ、方針の中に一つにまとまっている中で、総体的に全部では、ち

ゃんと目が届いていますよという体制にはなっているかと思います。 

 それでは、ちょっと大事な案件まだあろうかと思いますので、この件はここまでにさせてい

ただいて、ほかの件でご意見ございましたらいただきたいと思います。 

○芳賀（裕）委員 私は、商工業を発展させていくためには、消費者の方も向かなければいけな

いのではないかなというふうに思うんですけれども、この中について、消費者を意識したもの

づくりというのが、実際に組み込まれているのかなというふうに思いました。それで、３４ペ

ージのところには、市場を意識した商品づくりというふうに書いているんですけれども、これ

が消費者を意識しているということになるのかなとは思うんですけれども、もう少しいろんな

場面で、例えば農業関係も最近は消費者を意識したという、売れるものづくりというふうにな

っているんですけれども、ここの商工業のことに関しては、市場を意識したということとか、

あるいは３４ページに、もうかる商品への転換というのが非常に私は気になったんですね。こ

ういう文章の中にもうかる商品というふうに、その言葉を使うということが果たしていいのか

な。むしろ売れる商品というか、あるいは消費者側から見れば支持される商品というふうに書
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かれた方がいいのかなというふうに思ったのと、それと、プロジェクト№８の商店街の魅力度

向上プロジェクトということで、いろいろ書かれているんですけれども、やっぱりこれは消費

者が郊外型というか、外に買いに行くようになったために中心の商店街に人がいかなくなって

きているということもあると思いますので、全体を見て消費者側を意識した内容になっている

のかどうかなというふうに思ったんですけれども、その点いかがでしょうか。 

○髙橋商工業部会長 基本は、やっぱりお客さんでして、お客さんに買っていただく。そして、

高く評価される。売る側からすると、付加価値が高くて、結果としてもうかる商売という意味

でございまして、あくまでも先には消費者がおりまして、そこで市場を意識したということ

で、消費者イコール市場と考えておりますので、シェアはグローバルに考えておりまして、県

内だとか地産地消だとかという領域にとどまらずという、広い市場をとらえて語っております

ので、消費者だとかお客さんが喜ぶとかという形じゃなくて、ちょっとこういう産業側からの

表現になったと思います。 

○四ツ柳会長 もうかるという言葉が気になるという表現もございましたけれども、平たく言う

とそういうことですよね。やはり産業である、商業である以上、利益が出ない商売は持続性あ

りませんから、ただ、その表現がちょっとくだけすぎているかなと。 

○髙橋商工業部会長 東北はもうからない産業が多いんでして、史上まれに見る好景気に大企業

だとか、関東の中小企業が置かれています。やっと東北も少し活性を帯びてきたと言われてい

るんですけれども、やっぱり付加価値の高い、もうかる商品を提供していくという方向転換が

必要だと思います。私はよくダモノというんですが、レップ制度というのも立ち上げまして、

これで従来の既存商品を大いに売ってもらおうと。市場に働きかけておるんですが、なかなか

売りにくい。そういう点でもう少し視点を変えて、お客さんが本当に喜んで買っていただく商

品づくりをしましょうというのが基本になっております。 

○四ツ柳会長 今ご発言あった関連のことで何かご意見追加してございましたらお願いします。 

○工藤農業部会長 もうかるというのは、結局、結果であって、もうかることを目指すというこ

とが第一義的な目的ではなくて、どうすればもうかるようなそういうものづくりなり、あるい

は展開ができるのかと。そこのプランが盛り込まれればその結果としてもうかるのであって、

もうかるためにやると言われると何か少しぎらついていますよね、確かに。それは、意味はわ

かるんですけれども、やっぱり、芳賀委員がおっしゃったように、ちょっと表現としては私も

気になります。 

○髙橋商工業部会長 そういう点で、知財権の活用、すなわち特許だとか、商標だとか、そうい
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うのの活用を今度は特に取り上げました。これは、最終的にはもうかる構造へのお手伝いにな

るわけですけれども、産業側からすると、やっぱりそういう言葉になる場合がままございま

す。 

○四ツ柳会長 先ほどお話あったこの地域商業の活性化のところで、まちの構造のお話が出まし

たけれども、今、私、今郊外に住んでいまして、郊外の団地がだんだん歯抜け状態になってい

るんですね。また中心部へ帰ってきていると。中心の大きなマンションができていて、しかも

老人にとっては車がなくても暮らせる社会の方がむしろ安定な安全な社会になりつつあって、

東京なんかでもそうですけれども、多摩ニュータウンが多摩ゴーストタウンになりつつある。

東京はものすごいビルラッシュ。バブル時期よりもっと激しいビルラッシュですね。そんなぐ

あいに社会の全体の動向の中で、今ご心配なようなことはおのずから調整されていく一面があ

るかなと見ておりますけれども、それも含めて視野の中にこの答申は入っていると見るか見な

いかですが、高橋さんどうですか。 

○髙橋商工業部会長 相当、最後まで、これを書き上げてからも議論をしているところですけれ

ども、商店街魅力度向上プロジェクトという形で指標にしたわけですけれども、最終的に。一

番町みたいな目抜き通りもありますし、また、地方の商店街の衰退というのもありまして、そ

れを積極的にやはり改革するということをやらないといけないという課題はもちろんありま

す。それから、店舗、空き店舗率というのが至るところで深まってきまして、右下がりの指標

を掲げたくないというのは基本的にあるわけですけれども、これも頑張って二桁に抑えるとい

うような、これも一つのやっぱり指標のあり方かなというふうに考えていますけれども、その

辺は流動的な見方をしていかないといけないなと思っていますが。 

○四ツ柳会長 それでは、時間が少なくなりましたので、もっとほかに、ここは意見を言ってお

きたいというポイントございましたら、どうぞ。 

○渡邉委員 ３３ページの知財のところなんですが、ここに書いてありますことは、大変重要な

ことでありますけれども、この対象は、国内だけを考えてつくっておられるのかなと思うんで

すが。 

○髙橋商工業部会長 国内だけを考えた知財戦略かとおっしゃっているわけですね。当然、国際

特許というのを基本で考えております。やはり小さい企業さんでも地方にあっても大企業だと

か、中央だとか、世界と競争していけるという状況は、やっぱり知財権の確立が非常に大切な

ことであるという認識をしておりまして、世界に向けた知財権の確保というとらえ方をしてお

ります。 
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○渡邉委員 今、ご質問申し上げたのは、私どもがかかわっております品種保護制度、育成者権

というのが最近どんどん国際化が進んできておりまして、国際機関に加盟しておりますのは、

今のところアジアでは日本以外に中国と韓国がありますが、他に今準備中の国が数カ国あると

いう状況です。そういう面で、これから特に大きな企業でないところでも、特許権を設定して

いくということが多くなってくるんだろうと思われます。できれば、そういった観点から国際

的な特許を取得ということについてもバックアップしていただければ大変ありがたいなと思い

ます。 

○髙橋商工業部会長 費用の問題があるんですけれども、まず、日本国内だけじゃなくて、韓

国、中国、それから台湾、こういう東南アジアは特に脅威な競争相手ですので、しっかりその

辺は意識した特許の取り方をやっております。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。例えばどこかにグローバルな視点に立ってという修飾

語があれば、よろしい。 

○渡邉委員 そういうふうに出来れば幸いです。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。髙橋さん言うように、私も苦い経験随分ありますけれ

ども、やはり資金がいる面がネックになるんですね。インターナショナルの特許、高いですか

らね。また維持費も高いですから、ランニングコストの面も含めて、そこのネックをどうクリ

アするかですね。ちょっとやっかいな問題ではありますが確かに大事ですね。いい特許であれ

ばあるほど国際化しないと意味がないと。ありがとうございました。 

 それでは、大体１１時１０分前ですから、最後に、どなたかご意見、どうぞ。 

○岡田委員 全体のご議論ともかかわりますが、会長さん、特におっしゃっているんですけれど

も、この言葉にはこういう意味も含まれているでしょうっておっしゃるんですけれども、なか

なか執筆者の思いと、この言葉だけが外へ出ていったときのこの意味するもの、ここにはやっ

ぱり当然ギャップがありますね。そのあたりはやはり十分各委員の意見を踏まえていただいた

方が私はいいなと思っております。とりわけ、先ほど商店街のことについても、もうかる商品

の話でも出てきたんですけれども、やっぱりこれからの企業の一つの方向性というのは、よく

言われるように、全体で、ないしはかかわるもの全体が、あるいはステイクホルダー（利害関

係者）みんなでという、こういうことを言いますから、そうすると、むしろこの商店街をつく

る上でも、消費者と一緒につくる商店街、消費者と一緒に開発する商品、こういうコンセプト

というか、考え方、思想がどこかにきちっと張りついて出てきますと、先ほど言葉の問題でい

ろいろ出てきても、あるいは幾つか散りばめられている言葉を拾っていけば、当然皆さんに理
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解してもらえるという、こういう報告書としての行間が生まれるのかなという感じがちょっと

しました。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。これ、国の規模の委員会でも報告書を出すときに、や

はり言葉遣いの意味の明確化というのは大事な問題で、時々、注のように後ろに辞書がつきま

すよね。そういうことも考えてみる必要があるかと思いますので、ありがとうございました。 

○髙橋商工業部会長 よく県民の意識を認識されている事務局ともよく相談して、もう一度県民

側から見た受けとめられる言葉、フレーズ、そういうものをもう一度見直して、表現を改めた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○四ツ柳会長 それでは、予定の時間を１分ほど過ぎましたので、皆さん方も大変有効で前向き

なご意見ありがとうございました。 

 それで、今までのご意見を踏まえて、今、髙橋部会長も申しましたが、同産業振興審議会の

答申書の作成を髙橋部会長と私に、あと、細部は事務局にもお願いをいたしまして、これから

の予定では、１月の中旬に知事に答申書として提案したいと思いますので、ご了解いただきた

いと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 では、そのような計らいで進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（２）「みやぎ食と農の県民条例基本計画」の見直しの最終案について 

○四ツ柳会長 それでは、ここから二つ目の議題に移ります。 

 みやぎ食と農の県民条例に基づく基本計画見直しの最終案について。 

 これは農業部会の工藤部会長から説明をお願いいたします。 

○工藤農業部会長 それでは、資料の５、６、７というのがございます。これがコンパクトにま

とめた骨子です。それと、あと、県民条例基本計画の案ということで、お手元に配付されてい

るかと思います。 

 最初に、資料の５、６、７で概略をご説明したいと思います。 

 部会を３回ほど開きまして、いろいろ議論をしました。中間報告を受けて見直しもやりまし

た。まず、資料の５をごらんください。基本計画の構成、これは基本的に変わっておりませ

ん。１から６ということですね。 

 ２のマーケットイン型農業への理解は深まったものの、なお、ブランド化等により一層の推

進を図ると。これは重点プロジェクトに上げておりませんけれども、引き続ききちんとやると

いう意味です。 
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 その隣が見直しの視点で９点ほどございます。第１点目は、意欲ある農業経営者等を重点的

に支援すると。この点が少し弱かったと。したがって、数値目標の達成度合いも認定農業者が

目標の達成がちょっと遅いというような問題もございました。したがって、この点を重視した

いと。 

 それから、２点目は、アグリビジネスの展開による農業の活性化、これを推進していこう

と。アグリビジネスに関しましては、宮城型アグリビジネスということで、どちらかというと

一次加工的な取り組みをこれまでやってまいりました。ただし、これからは、本格的な製品加

工、そういう動きも芽生えておりますので、そういう本格的なアグリビジネスを振興しよう

と、そういう視点が第２点目です。 

 第３点目は、これは国の法律の改正等もございまして、企業等の参入体制、これが整備され

てきております。したがって、宮城県においても担い手の一つの主体として、企業の新規参

入、これを推進していこうというのが第３点目です。 

 それから、４点目は、これは従来からやっておりますが、食と農の一層の接近を図ると。ど

うもまだミスマッチが目立つので、その辺を重点的にやっていきたいと。 

 ５点目は、環境保全型農業の推進、これを攻めの農政の視点として全面的に推進していこう

と。というのは、この辺を抜いてしまうと、どうも農業振興、何をやってもなかなか展望が

開けないと。いっそのこと、ここに全面的に切り換えようという点です。 

 それから、６点目は、食料の安定生産と農産物の販売力向上、これも生産がどっちかという

と減少傾向にあります。振れも大きいと、反収の変動等もあります。どうも安定ということで

は、まだまだ解決すべき課題が残っておると。 

 ７点目は、今回国の政策でもかなり強烈に出てきましたが、地域資源、これは水路だとか、

農道だとか、そういう資源の保全管理、これをやはり宮城県でも重点的に進めたらどうかと。 

 ８点目は、都市と農村の交流、これは若干後で説明しますが、従来の取り組みもそうなんで

すが、２００７年の団塊の世代がこれから大量に農村に来るかもしれないと。そんなようなこ

とも視野に入れて取り組んだらどうかと。 

 ９点目は、国も攻めの農政という格好で今推進しようとしていますので、それとリンクする

格好で、宮城県としても農産物輸出、これにチャレンジしたらどうかと。今極めて少ないんで

すね。 

 以上、９点に重点を置きながら、見直しをしたということでございます。 

 その次が、推進方向の構成ということで、これが１、２、３、４と並んでおりますが、これ
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は条例が定めている四つの課題、これに対して、網かけの部分を今回少し力を入れようと見直

して強化したそういう点です。 

 具体的にはどういうことかということが吹き出しの部分に出ております。 

 まずは、１に関しては、農業環境規範、これは国の方でも設定されます。したがって、宮城

県は宮城県バージョンの規範もあるでしょうから、そういうものに適用できるような体制を推

進していくという意味で、その辺の対応を図りたいと。 

 それから、２点目、その下は、地産地消とか、食育等々と書いておりますけれども、等々を

通して、生産者、生活者の相互理解、この辺がまだまだミスマッチがあるという認識で、その

辺を縮めていきたいと。 

 それから、２点目の競争力と個性云々のところは、アグリビジネス、これの展開する体制整

備を図りたいと。それから、２段落目のところに書いてあるのは、それの関連も含めて新規参

入企業に対する支援というものを整備していきたいと。支援体制を整備していきたいと。 

 それから３点目は、担い手が活躍できる地域営農システムの構築と。これは国の方でも認定

農業者もあるでしょうと。集落営農的なものもあるでしょうと。法人経営体でもいいでしょう

と。多様な担い手で、ただしそれがきちんと競争力のあるような担い手にしてほしいと。その

ような政策を展開しますよというふうになっております。したがって、これは本文の中にもち

ょっと出ていますけれども、宮城県としても、いろんな担い手多様とはいえ、それぞれビジネ

スモデルを提示しながら、そういう育成を推進していきたいと。 

 それから、その次はやっぱりブランド化ですね。これは商工の方にもありましたけれども、

農産物についてもブランド化を強力に推進していきたい。 

 それから、３番目に関しては、吹き出しのところの上の方は、資源の保全管理ですね。これ

は地域住民、ＮＰＯの参画も含めて、そういう体制を整備していきたいと。国のシナリオもそ

うなっていますが、ただ、これを具体的に推進するとなると、まだどこでもよく見えておりま

せん。だから、これに挑戦していきたいというようなことですね。 

 それから、あとは、これは団塊の世代のリタイア、それも視野に入れながら、交流の推進を

図っていこうと。 

それから最後のところは、これは従来もこういう文言はありましたけれども、あえて、高齢

者の技や知恵、この辺が疎かにされつつあると。その辺の伝承をやはりきちんと支援していく

と。これは美しいむらづくり等々を考える場合でも大事な視点ではなかろうかと、そのような

ことで考えました。 
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次は、資料の６ですけれども、資料の６の一番最上段は、重点推進プロジェクト、四つ載っ

ております。中段は、その将来の姿ということで、見通しの数値がいろいろ並んでおります。

それで、最後の段は、これは目標・指標の見直し、２２年目標の数値が載っております。 

この中段と下段のところは、後で事務サイドの方からご報告いただきます。 

 重点プロジェクト、これは詳しくは次の資料の７に記載しておりますので、そっちの方をお

開きいただきたいと思います。 

プロジェクト案としては四つ掲げてあります。これはもうちょっと絞り込んだ方がいいんじ

ゃないか、いろいろ議論もありましたけれども、いろいろ検討した結果、この４本立てでどう

かということで提案したいと思います。 

まず、プロジェクト名、新世代アグリビジネスの創出。これは先ほど申し上げたように、一

次加工等々でなくて製品づくりまで視野に入れた、そういうビジネスを創出したいと。項目の

ところに３点ほど並んでおりますけれども、人材の育成と、それから支援体制の整備と。最後

は、川上から川下まで結ぶようなフードシステムを構築すると。こんなようなところに重点を

置きながら取り組みを実施したいと。背景と必要性に関しては記載のとおりです。 

具体的な取り組み内容として幾つか記載があるんですが、一番上の囲みの中では、例えばビ

ジネスマッチング、この辺も大分距離があるので、その辺を推進していったらどうかと。それ

から、２段落目の囲みは、財団法人みやぎ産業振興機構等を活用した支援組織を整備したらど

うかと。現に芽生え始めたアグリビジネス経営体が、どうもここの支援を生かしながら成長し

つつあるので、今後ともこういう方向づけを農業サイドの方でも考えたいと。それから、下の

方は、フードシステム、川上から川下というようなところですね。 

期待される成果の前に、つまりこういうアグリビジネスを通して、宮城県農業を成長産業に

展開していきたいと。どうも今衰退がかなり目立ち始めていて、その牽引力となるのはこの辺

ではないかと。したがって、一番上段にこのアグリビジネスの創出ということを戦略プランと

してプロジェクトとして掲げたと。 

それから、２点目は、活力ある担い手の確保、育成ということで、１としては、多様な地域

営農システム、それから２点目としては、ニューファーマービジネススクールという括弧書き

で書いておりますが、そんなものを立ち上げたいと。背景と必要性は記載のとおりです。 

具体的な取り組み内容なんですか、国の政策が品目横断的経営安定対策という格好でシナリ

オががらりと変わります。その中で、どういう担い手が求められているかというと、これは認

定農業者もちろんそうなんですが、企業的感覚を持った農業経営体とか、あるいは次の次にあ
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る地域型集落営農システムだとか、いろんな多様な経営体を対象にすると。ただし、やはりそ

れは競争力のあるその経営体でなければまずいということになってきました。したがって、宮

城県としてもその国の政策の転換を受けて、この辺を強力に推進していって、それで、農業の

活性化を図りたいと。 

ただし、集落営農システムということを考えるときに、これはいろんな農家が参画ができる

仕組みになっております。ですから、規模の小さい農家も場合によっては兼業農家も、言って

みればフル動員型で、フル操業型の集落営農システムという、そういうモデルは各地にありま

す。全員が参加して、競争力のある経営体をつくりたいというコンセプトでこういう課題を設

定しました。 

それで、期待される成果としては、農業生産活動の過半をこういう魅力ある競争力のある多

様な担い手が占めるというようなことを展望したいと。 

それから、ニューファーマービジネススクールは、既存のそういう施設があるんですが、そ

れを組み替えて、それで、新たな施設をつくって、それで多様な新規参入希望者、これがふえ

ております。ただし、そういう人らが我々が技をどこで磨けばいいんだと。経営の勉強はどこ

ですればいいんだと。そういう層を多様な層を受け入れようと。ただし、学校をつくって先生

がいて教えるというだけではつまらないので、そこに農業者も参画していただいて、これは本

文ではデュアルシステムという表現になっていますが、そういう農業者の参画を仰ぎながら、

まさに実践的な教育システムを確立していこうと。その期待される成果としては、ここに記載

のとおりです。 

それから、４点目は、環境保全型農業と食農連携の推進ということで、これは先ほど申し上

げたように、環境保全型農業、これを全面的に推進していこうと。それから、地産地消、食育

の推進。地産地消は前から取り組まれておりますけれども、食育基本法というのもできまし

た。この辺も県の施策の中に取り込んで推進していきたいと。背景と必要性は、記載のとおり

です。 

具体的な取り組み内容、環境保全型農業の広域的な普及拡大。例えば登米郡では、１万ヘク

タールの水田のうち７，６００ヘクタールが環境保全型農業になると。宮城県でも随分そうい

う取り組みが広がっております。その普及拡大を図っていこうと。それからエコファーマー、

これは、きょう、かなり上回る高成績の達成率になっておりますが、なお、その質を向上させ

ていこうと。それから、ＧＡＰ（適正農業規範）とか、あるいは農業環境規範とか、つまり農

業をやる場合に、そういう規範をクリアしないと国の支援はしませんよと。これは実は、ヨー
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ロッパがずっとやってきた取り組みなんですが、いよいよもって日本でもそれをやるというこ

とになっております。だったら宮城県でもそれに適用できるような新しいシステムの導入を推

進していこうと。ただし、環境保全型農業といっても、これは技術の面では確立しておりませ

ん。これは恐らくすごい技術革新というのが問われる課題です。したがって、最後に技術開

発、民間と現地を含めて新たな技術革新に取り組む、そういうことも具体的な取り組み内容の

中で推進していきたいと。 

期待される成果は、安全、安心とか、持続農業とかということが並んでおりまして、その辺

を目指そうと。 

それから、地産地消の方は、これは具体的な取り組み内容のところにいろいろ書いてありま

すが、給食への地域食材、これは大分進んでまいりました。より一層進めようと。それから食

育の推進、日本型食生活の推進、食べ物にちゃちゃ入れるのかという、そういういろんな反対

もありますけれども、余りにも乱れ過ぎているので、これはやはり指針を出して、農業振興と

あわせて取り組んでいくということでいいのではないかと。体験交流型農業、それから「農漁

家」のレストランということになっています。 

そういうことを進めていくと、結果的に、自給率の向上につながるんじゃないと。あるいは

生活者との生産者の信頼関係の構築、これも見えてくるんじゃないと。食農連携理解の促進に

もつながるんじゃないと。あるいはいろんなビジネス展開をやっていくと、それとの絡みで高

齢者の生きがい等々にもつながるんじゃないと。そんなようなことを展望しながら、具体的な

取り組みをやっていきいたと。 

それから、最後、次代に引き継ぐ地域資源の保全管理、これは、地域住民をまじえた地域資

源の保全と、それから体験学習等を通した農業への理解醸成ということで、二つ並べてありま

す。 

背景と必要性は記載のとおりですが、具体的な取り組み内容、これは宮城県でもそうです

し、全国的にもそうですが、水利資源だとか、あるいは水源涵養林だとか、そういういろいろ

のもろもろの資源がこのままだと相当のスピードで荒廃が進むということが懸念されていま

す。したがって、これから基盤整備やるとか、農道をつくるとか、林道をつくるとか、そうい

うハード事業から、やはりそのメンテを含めてこういう資源を保全していくと。そういう方向

に切りかわってきています。大変いいことだと私も思っていますが、ただし、それをどういう

体制でそういう保全管理をしていくのかというのは非常に難しい。それを地域の住民とか、Ｎ

ＰＯ団体も含めて一緒に取り組めるような体制をこれから構築していきたいと。 
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あと、下の方は農村の持つ豊かさ云々と書いてありますが、やはりいろんな意味で、子供の

子育て、あるいはこれからの暮らし方等々を考えると、農業・農村というのは、かなりいい財

産をいっぱい持っていると。その辺をうまく活用するような仕組み、それを子育て、あるいは

子供の情操教育等々にもつなげていこうというようなことで考えました。 

以上が具体的な取り組み内容も含めた案ということです。 

あと、数値等に関しては事務サイドの方から。 

○四ツ柳会長 それでは、事務サイドから。 

○農業振興課 布田課長 それでは、事務局からは、具体的な数値目標や将来の見通し、その中

で、現計画から修正しようと考えているものに絞ってご説明させていただきます。 

恐れ入りますが座って説明させていただきます。 

資料６をごらんいただきたいと思います。 

資料６の中段にあります「みやぎの食と農の振興に関する将来の姿」の段をごらんいただき

たいと思います。ここには、主な数値のみを掲げておりますけれども、計画書の本文には、こ

のほかにさまざまな見通しや目標値を載せてございます。 

まず、農業農村の総合的な振興に関する見通しについてでございますが、販売農家数は５万

７，０００戸と現在より５，７３０戸ほど減少する見通しとなっております。農業産出額は、

栽培面積の減少とか、農産物価格の低下等厳しい状況にございますけれども、プレミアム米、

また特産野菜の生産、畜産振興等によりまして、２，１３３億円を確保いたしたいと考えてお

ります。 

次に、真ん中の県内農産物の生産努力目標ですけれども、まず、水稲の栽培面積は７万６，

７００ヘクタールと平成１６年に対しまして、２，５００ヘクタールほど減少しますけれど

も、大豆につきましては１万ヘクタールを見込んでおりまして、野菜や肉用牛も増加する目標

を掲げてございます。その下の農産物の供給力でございますが、これは食料自給率にかわる指

標として掲げているもので、県内需要量に対する県内生産量で算出しております。いずれも増

加させる目標としております。 

平成２２年の主な目標・指標の見直し、一番下の欄でございますけれども、ここでは、主な

もののみ掲載してございますが、計画本文には、あわせて３０ほどの指標を掲げるということ

で考えております。 

まず、（１）生活者の求める安全で安心な食料の安定供給に関する指標ですが、この中で、

農業用廃プラスチックのリサイクル量は平成１６年に当初設定指標を既に超過しておりまし
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て、１，４００トンへ指標を上方修正したいと考えております。（２）の競争力と個性ある農

業の持続的な発展についてでございますが、認定エコファーマーを現時点でも既に当初目標を

上回っておりますけれども、さらに水準を上げまして、全国目標の２，５％である２，５００

人に考えてございます。 

さらに、下の段の一番右側でございますが、今回の見直しに当たって、新たに設定したい指

標についてご説明申し上げます。 

まず、年間販売額１億円以上のアグリビジネス経営体数につきましては、現在３５経営体ほ

どございますが、これを全体で５５経営体へ伸ばしたいということです。次に、女性の認定農

業者数につきましては、現在９７人いらっしゃいますが、これは全体に占める割合を３．

２％、人数では２００人以上を目指したいと考えました。それから、学校給食の地場野菜等の

利用割合としまして、県内産野菜等の品目数の割合、これを掲げたいと考えております。それ

から、農地・農業用水などの保全活動する協定対象面積につきましては、２万７，０００ヘク

タールを目標に推進してまいりたいと考えております。 

また、参考設定としてですが、委員の皆様からのご意見を踏まえまして、交流人口につきま

して、観光客の入り込み数に加えまして、農家民宿等におけます利用者数のサンプル調査を県

独自で実施いたしたいと考えております。 

以上で説明を終わりますが、これまでいただきました委員の皆様方からのご意見や各界から

幅広くいただきました要望等を踏まえて、今後も策定しておりますけれども、さらに貴重な意

見を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

なお、指標設定の根拠等の質問につきましては、それぞれの担当課の方からお答えさせてい

ただく予定としております。よろしくお願いいたします。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

 今後の審議の予定の時間ですが、１１時５５分ごろを本日の審議のめどにしておりますの

で、残り約３０分、時間が限られておりますが、委員の皆様方から、ただいまのご説明いただ

きました事項に関して、ご質問もしくはご意見をいただきたいと思います。どこからでも結構

でございます。よろしくお願いいたします。 

○千葉委員 資料５の見直しの視点ということで、４、食と農を一層接近させる視点というふう

な視点がございました。多分それがフードシステムの構築という資料６の一番上に出てくるん

だと思うんですけれども、そこまでいって、その次、では、そのフードシステムというのがど

ういうもので、私自身の創造力の欠如なんだと思うんですが、そうすると、こういうことがで
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きていって、農業としてはこういうふうに発展していくという、そこがちょっと私自身がよく

今納得できていないので、できれば補足をしてこの辺説明いただければありがたいと思うんで

す。 

○工藤農業部会長 食と農の接近に関しては、フードシステムももちろんそうなんですが、資料

の７のプロジェクト名でいうと、三つ目の２の地産地消と食育の推進等々が第一義的に念頭に

あります。フードシステムということを掲げたのは、これは川下から川上ということになって

いますが、だれがつくるのと。だれがそれを加工するのと。だれがそれを運ぶのと。だれがそ

れを並べるのと。だれがそれを買うのと。どういうふうにして食べるのと。この辺をかなり見

えやすい格好で、これから仕組んでいく必要があるのではないかと。そうすると、近場のも

の、いいねと。ここでとれたの、いいねということになっていきます。今までは、そういうこ

とがかなりばらばらにやられてきたということがございますので、その辺も少し意識して考え

たいと、そんな感じで考えております。 

○四ツ柳会長 よろしゅうございますか。 

○千葉委員 今のことを進める上において、いわゆる県の役割というか、県のこういうポジショ

ンがこういうことをやっていくのかなというイメージはございますでしょうか。 

○工藤農業部会長 これは県サイドにお答えいただきたいと思います。 

○食産業・商業振興課 真木課長 フードシステムの連携の部分でございますけれども、もうち

ょっと具体的にお話しした方がわかりやすいかなというふうなことだと思いますので、お話を

させていただきますと、まず、今の工藤部会長の方からお話しありましたとおり、川上から川

下までつなぐラインというようなことで、でき上がったものを、それから加工する、それを販

売をする、それを消費する、そういった一連の流れのところで、いろんな県としては支援をし

てございます。 

 その支援の一つの例といたしましては、例えば生産物の宮城県フェアをやりながらマーケテ

ィングをするというふうなやり方もあるだろうし、それから商品開発の部分では、宮城県産の

地場の野菜、魚、そういったものを使って県内の食品加工メーカーの方と一緒に新しい商品を

つくり出せると。それをブランド化していくというふうな取り組みなんかもやってもらう。そ

ういったいろんなところで、細切れにやっていた支援策を流れる形でやっていきたいというこ

とで、私ども食産業・商業振興課でございますけれども、一つの生産から販売のところまで見

渡せるような課ということで、その支援に当たっているところでございます。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。それでは、ほかのポイントにつきましてご意見ありま
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したら、どうぞ。 

○堀切川委員 この基本計画に直接対する意見は全くなくて、すごいいろいろお考えになったん

だなというのが実感なので、専門も違うもんですからよくわからないんですが、ここに書かれ

ていないことの意見というか、半分冗談に聞こえる話かもしれないんですが、申し上げたいと

思ったのは、資料６で重点推進プロジェクトが四つのカテゴリーに分かれて書いておられて、

なるほどなと思ってお聞きしていました。それで、今までのように農業従事者に対する支援だ

けではなく、企業でアグリビジネスで入ってくるところも積極的にやるし、団塊の世代がやめ

られて都会から移ってくる人も歓迎しましょうというようなお話だと思うんですが、実際に農

業で頑張っておられるいろんな立場でこれからまた参入してこられる人たちのやる気を引き出

す精神的な作戦で、余り金のかけない作戦が一つあるかなと思っていて、この四つのカテゴリ

ーそれぞれに、今すぐというお話でもないんですが、数年後、その成果が出始めたころで結構

かもしれないんですけれども、何らかの県の方が褒める表彰制度をここに導入してはいかがか

という感じがします。 

 例えば宮城アグリビジネス大賞とか、例えば一つ目だとですね。二つ目が、宮城農業担い手

大賞とかやって、すごい頑張って取り組んだ個人とかグループをやっぱり評価するというか、

褒める姿勢が欲しいなというふうな感じがします。その場合は、賞状は安いので、一番高いで

かい賞状で額縁をつけるという、賞状代より多分額縁が高い、それでも１，５００円ぐらいで

売っていると思うんですけれども、ぜひぜひ知事名でさっと褒める制度をやったらいかがと。

例えば、環境保全を積極的にとらえるんだというんであれば、やっぱり宮城農業環境保全大賞

とかというふうにやると、地域ぐるみで相当一生懸命取り組むことになるかなと。 

 ただ、農業の場合はまちぐるみ、地域ぐるみになってしまうと、実は広域的な連携がしづら

いのもあるので、そういう意味でもやっぱり県が見て褒めてやると、広域連携で取り組んだと

ころを表彰で取り上げるという意識も生まれてくるかなと思いました。 

 最後に、次世代に引き継ぐ地域資源云々というところ、ここはあんまり表彰制度似合わない

なと思ったんですが、例えば宮城ふるさと農村百景とか、そういうのでここから見たこの景

色、この地域住民頑張っていい景色つくりましたとかというのを、どんどんそういう形で県が

取り上げて褒める、認定する制度というんですか、その担い手、新しく農業に従事する人の認

定農業者とかというのもあるんですけれども、そういう取り組んでいる人たちを褒める制度、

この四つのカテゴリーごとに全部準備していくと、私は何かみやぎ食と農大賞とかという一つ

のくくりがあって、それで、こういう基本計画を出したということで、取り組んで頑張ったと
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ころはそうやって褒めるんだというところで何か首尾一貫するような感じがして、お金がかか

らない割にやる気が出る作戦というのは、いかがでしょうか。よく考えたら、先ほどの商工の

あたりでもそれを言っておけばよかったなと、実は思った次第でございます。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。大変楽しくなるご提案で、ぜひこれは県の方としても

ご検討いただきたいと思います。ありがとうございました。 

○工藤農業部会長 農業関連のいろんな賞というのは、いろんな機関がいろんな賞状を出すよう

な仕組みができておりますが、今のお話は、条例基本計画、これに即してきちんと賞をあげる

と。これは大変私も、私は全然それ、気がつかなくて、ぜひ、やっていただきたいと思いま

す。事務局、どうですか。ここでやると宣言した方がいいんじゃないですか。 

○高橋農林水産局長 今ご意見いただいて、非常に貴重なご意見でございますので、内部で検討

させていただきたいと思います。 

○四ツ柳会長 よろしくお願いいたします。それでは、ほかの視点からのご意見。どうぞ。 

○岡田委員 大変よくできているなと思って感心しました。ただ１点、資料の５でいきますと、

推進方向の構成の４番目ですね。今、委員からもご意見あったところなんですが、これについ

ては、なかなかわかりにくいといいましょうか。産業振興のところでの位置づけというのは非

常に難しい、そんな感じがやっぱりいたします。 

 ただ、内容を読ませていただきますと、これの大事な一つとして、コミュニティビジネスに

触れておりますので、やはりこの地域性だとか、地域、都市部との格差があるといっていいの

か、逆格差が最近はあると思うんですが、そんなことを含めて、コミュニティビジネスのフレ

ーズをこの資料５なり、まとめのところでどこかに入れた方が多少内容がこの産業振興との結

びつきがいいかなという感じがしました。それだけです。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

○工藤農業部会長 コミュニティビジネスについては、従来からずっとやってきておるんです

よ。そのコミュニティビジネスの中身を少し切り換えていくためには、この知恵の部分をもっ

と生かすようなコミュニティビジネスという意味で記載されておりますので、コミュニティビ

ジネスと文言を入れながら、そういうふうに修正させていただきたいと思います。 

○四ツ柳会長 よろしくお願いいたします。ほかにございますか。どうぞ。 

○髙橋商工業部会長 やっぱり農政というのは、今、経営を意識して語る必要が絶対にあるわけ

ですけれども、そういう点では、資料５の９番目、見直し視点の９番目で、農産物輸出へのチ

ャレンジを支援する視点というのがございますけれども、これの具体的な施策がその後どこに
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フォローされて掲げられているかお伺いしたいんですが。 

○四ツ柳会長 国際対応について。 

○農業振興課 布田課長 輸出につきましては、本文の３２ページに記述いたしております。３

２ページの今後の展開方向の①戦略性を持った農畜産物の販売力の向上ということで、今後進

めてまいりたいということでございまして、特に、輸出に意欲のある方々、生産者なり産地団

体等を対象に、セミナー開催とか、生産者間のネットワークの形成等を通じて進めてまいりた

いというふうに思いますが、なかなか現実問題で、実際に輸出に今まで取り組んだ方のお話を

伺いますと、農産物の輸出というのは例が少ないもんですから、具体的にどう進めていったら

いいか、ぶつかるそうです。例えば伊豆沼農産の赤豚の伊藤さんなんかの話を伺っても、それ

で具体的な対応としましては、そういう方々のお話も伺いながら、マニュアルを作成すると

か、そういう取り組みを積み重ねて輸出の拡大に頑張ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

○工藤農業部会長 ２点目のお話なんですが、ＦＴＡ（自由貿易協定）とかＥＰＡ（経済連携協

定）とか、今はいろいろと地域間協定進んでおりますが、農産物に関しては、いずれもアジア

諸国、かなり繊細な問題を抱えております。ただし、相互交流を推進していこうという、そう

いう取り組みの中で、お互い得意分野は入れたり出したりと、輸出したり輸入したりしよう

と。そういう合意も中には進みつつありますので、それで、宮城県の場合には、今まではころ

柿ですかね。白石のころ柿、干し柿とか、それから、前にナシとかリンゴとかもやったようで

すが、なかなかうまくいかないと。それは、うまくいかない理由は、向こうのビジネス環境と

こっちが違うもんですから、それから取引慣行も違うし流通の仕組みも違うので、その辺をき

ちんと深掘りしてつないでいかないと、単に持っていっても売れるという話ではありませんの

で、その辺の工夫は輸出の戦略をこれから展開していくときに最も大事なことかなと。 

 日本全体でもそこはうまくいっていないので、宮城県が少し先に走ってもいいかもしれませ

んね。ただし非常に難しいと。できれば水産加工なんかも含めて一緒にジョイントしてやれれ

ば、大変これは活性化につながるのではないかなと。そんな議論もいたしました。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

○髙橋商工業部会長 どうもシスティマティック（体系的）な戦略がちょっとみえにくいです

ね。それは、やっぱり農政局のご指導が必要なところじゃないですかね。まさに、赤豚の場合

は、その成功した例だと思いますけれども。 

○工藤農業部会長 大変苦労しましたね。そういうシステムがないがゆえに。 
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○四ツ柳会長 何か、アジア地区もだんだん豊かな層が生まれてくると、他国の特産品に目が向

くようになってくるんでしょうね。それから、伝統的に宮城県から輸出がなされているのは、

例の有名なフカヒレですか。あれは立派なブランドですね。多様な例がありますから、ぜひ、

掘り起こしをしながら、目を海外の新興国のリッチ層へ目指して、マーケティングもぜひお願

いしたいと思います。 

 それから、先ほど髙橋委員からのご質問の中で、私もこの統計データの見方が、２２という

数字が非常にくっついていて見にくいんですね。表現の仕方といいましょうか。Ｈ２２という

と、平２２ならすぐぴんとくるんですけれども、Ｈ２２というと何か別な印のマーキングに見

えてしまうものですから、ぜひ数字の書き方、一般の方に誤解が生まれないような表記をお願

いしたいと思います。 

 さて、それでは、そのほかのポイントで何かご意見ございましたら。 

○佐藤委員 今、９番国際化の進展というふうなことですけれども、これは輸出をするというよ

うな観点でのお話だと思います。ただ、輸入というのもこれからあると思うんですけれども、

安全で安心な食料の安定供給ということで、安全ということでの薬品のことについてはどのよ

うなぐあいに考えておられますか。 

 実は、水産の方では、大変いろんな問題がありまして、問題じゃないところを大きくした

り、本来見なければならないところを見なかったりというふうなことで、大変私は混乱してい

る部分じゃないかなと思うんですけれども、こういう農業の方ではいかがなんでしょうかね。 

○工藤農業部会長 これは国の検査体制等と関連する話で、宮城県単独ということではないと思

いますので、その辺がどうなっているか、事務サイドの方から、宮城県がどういうふうに国の

取り組みとリンクしながらやっておられるのか、あるいはやっていこうとしているのか、その

辺のお話をいただければと思います。 

○食産業・商業振興課 真木課長 これは私どもの県庁の方では、環境生活部の方で所管をして

ございますけれども、今、食の安全、安心という面から安全、安心の推進計画等を立てており

ますけれども、その中で、食品表示ウオッチャーでありますとか、表示の関係でございますけ

れども、そういった食品表示ウオッチャー、それから、安全推進委員とか、いろんな方々がス

ーパー等に行きまして、そういった表示とかなんかを確かめているというようなこと。あと、

検査の面につきましては、これは保健所の方で種々調査をして、残留分析とか、そういったチ

ェック体制は整っています。今後も強化していくという段階でございます。 

 それから、あと、食品衛生法の改正がありまして、いわゆるポジティブリストということで
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言っておりますけれども、これまで残留基準が定められていなかったものに対しまして、残留

基準が定まっていない食品につきましてはフリーで通っているような状況だったんですけれど

も、これからは残留基準が定まっていない食品につきましても一律に基準をかけていくという

食品制度が改正されました。そういったことによりまして、さらに厳しいチェックが入ってく

るだろと思っておりますので、県の環境生活部の方でもそういった体制を整えるように現在進

めているところです。以上です。 

○四ツ柳会長 よろしゅうございますでしょうか。 

○佐藤委員 各国の基準というのはあるはずなんですけれども、それが日本とマッチしない部分

が往々にしてあるんじゃないかなと。水産の方についてはわかる部分あるんですけれども、た

だいまの農業の方について、これは聞いた話ですけれども、例えば米は、日本人毎日食べます

よね。ですから、非常に基準が厳しいと。だけれども、月に１回か２回食う国民に関しては、

少々何が入っていても大した体に悪くないというような、そういうふうな話も聞いておりま

す。ですから、どうしてもアメリカでいいんだそうだというと、ああじゃあいいなと。ヨーロ

ッパではいいんだそうだ、これもいいなというふうな、そういうことになりがちですので、と

いうことは、水産について、それとちょうど逆のことがたくさんありまして、日本人はほとん

どそういうふうなことないんだけれども、外国、ヨーロッパ、アメリカの方で、ある種の魚を

一生懸命食べると。それを基準にして日本に持ってきて、あれ食べるなこれ食べるなという、

そういうふうなおかしなことがあるもんですから、農業についてもそういうふうなことがある

んじゃないかなという心配があって今話しております。 

○四ツ柳会長 ご趣旨はわかりました。 

○工藤農業部会長 実は、農産物に関して、そういう安全等の基準は、世界の中で、日本が一番

厳しいんです。したがって、今、国際交渉の場で何が問題になっておるかというと、日本の基

準を下げろという話なんです。例えば、今回のＢＳＥなんかも日本は全頭検査じゃなきゃだめ

だと。でも、一定の年齢でその牛をチェックするだけでいいんじゃないのと。ですから、むし

ろ日本サイドの基準の方が厳しいと。それを国際協定上は少し緩和しろと、そういう流れで

す。ただ、日本の消費者もそれからつくるサイドもそれになれていますので、やっぱりこうい

う基準をきちんと守って、それで環境にいい農産物、人の体にいい農産物、これは日本産です

よと。また、アジアにもそういうものを輸出していくと。そっちの方がこれから取り組みとし

てはいいのかなという感じはしています。 

○佐藤委員 輸出する分はね、日本できちんとやっているからいいんですけれども、輸入するこ
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とに関して、ややもするとヨーロッパ、あるいはアメリカがいいんだというと、何か日本もい

いなんていうようなことになりがちだなと。 

○工藤農業部会長 少しそういう方向になりつつあります。ただ、日本も厳し過ぎたということ

もあって、ただ、私、それいいことだと思っていますけれども。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。そのほかの視点からのご意見ございましたらどうぞ。 

○佐宗委員 資料８に関することでもよろしいでしょうか。非常に細かいことなんですけれど

も、３２ページの②の売れる米・麦なんとかづくりの推進というところに、オリジナルブラン

ド米みやぎっ娘というのが、書かれていますけれども、まなむすめというのは知っていますけ

れども、このブランドは私知らなかったんですけれども、いずれにしても、一つのブランド限

定してここに書かれた、これ、意味があるのかしらと思ったんですけれども。 

○四ツ柳会長 どうですか、これは。とりあえず事務局の方でどうぞ。 

○農産園芸課 齋木課長 消費拡大という視点で記述をしておりますが、今お話しのように、値

ごろ感があって、なおかつ、それなりにおいしいということで、一般のご家庭用向き、あるい

は学校給食向けとか、ホテル・レストラン向けといったようなことで、それぞれ混合割合を、

二、三の品種を使ってやっているものでございます。ブレンドというのは品種を混ぜるという

意味なわけでございます。ひとめぼれ、たきたてといったようなものを一定の割合で混合し

て、なおかつ、それなりのおいしさと値段的にもやや値ごろ感のあるものに仕上げているとい

うものでございます。 

 ブランドについては、なかなか一言で申し上げるのは難しいのでございますが、価格競争に

負けないといいますか、競争に強い商品という意味だと思います。 

○四ツ柳会長 どうぞ。 

○髙橋商工業部会長 資料５ですが、見直しの視点というのの３番ですが、すなわち企業等の参

入体制に関する件ですが、その推進方向として右側にローマ字の２番が対応とれた施策なんだ

と思うんですが、③のあたりですね、やっぱり基盤整備という点がどんどん進んでいるかどう

か。いつから実際に実行段階に移せるかどうかという時期のお話を伺いたいことと、それの結

果としての目標が６ページの目標指標の新規設定等という一番右下なのかもしれませんけれど

も、すなわち、先進的農業経営体を３５経営体から５５経営体に伸ばすという、この辺の中で

企業の参入等をどれぐらいの比率で２２年度は考えておられるか。その辺をお聞かせ願いたい

んですが。 

○工藤農業部会長 今の点に関しては、既にもう入ってきているのもありますよね。それから、
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いろんな要望が出ているやつもありますよね。そういうものも含めてアグリビジネス経営体だ

けではなくて、全体のご説明をしていただいた方がいいと思います。 

○農業振興課 布田課長 今のお話にありました５５経営体というのは、アグリビジネス経営体

ということで、その中には、異業種からの参入とか、そういう方たちも入るということは、当

然想定はいたしております。現在の異業種からの農業への参入、今現在、県の方で１６年から

相談窓口、参入の相談窓口を土木部とあと産業経済部の方で設置いたしておりまして、いろい

ろご相談にあずかっております。それで、今まで相談に来られた企業数が２２企業から延べで

２４件ほどご相談は受けておりますけれども、その相談にいらした方で農業参入まで至ったと

いうのはまだないようでございます。 

 ただ、そういう取り組みにつきましては、例えば、ことしの１２月に入って、建設業の若手

経営者の方々の研究会にお招きいただいて、行っていろいろお話をするなり、そういう活動は

やっております。ですから、今お話、ご質問のありました何年度までに何経営体、それは、特

に指標としては、現在は指標として掲げるという今のところ考えはございません。なかなか読

めない部分持っていますけれども、そういう状況でございます。 

○髙橋商工業部会長 わかりました。それで、今、希望する企業があれば、いつでも許認可ので

きる状況なんですか。そのリースの扱いだとか、いろんな手続ありますよね。そういうのを含

めましてね。 

○農業振興課 布田課長 今のお話は、これまで特区でやってまいりまして、今回、経営基盤強

化法の改正で全国的にそれができるようになったという制度のことだと思いますが、それにつ

いては、まず、遊休農地が非常に多いところという、いわゆる条件ございまして、最終的に

は、市町村、または、農用地の合理化公社等とリースの委託契約を結んでやるという姿でござ

います。売買まではまだ認められていないということでございます。 

 これにつきましては、市町村の方で経営基盤強化法にかかわります基本構想という計画があ

るんですが、その中に、その旨をうたう必要がございます。現在は、その作業が進められてい

るというところでございまして、年度内には、今のところ、私どものところに入っている情報

では、２町ほど考えているところがあるようでございます。そういうことで、今年度中には、

例えば松山で一ノ蔵さんが、現在の酒米の栽培やられておりますが、これをもう少し面積をふ

やしたいという話がございますし、また、南三陸町の方でも民宿を営む方が、どぶろく用の酒

米を栽培するというような、そういう動きが今あると伺っておりまして、これは早々に現実化

していくのかなというふうには思っております。今、私どもの得ている情報では、その二つで
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ございます。 

○髙橋商工業部会長 じゃあ、おおよそ、新年度の１８年度の４月以降につきましては、許認可

の作業は進められると思ってよろしいんですか。 

○農業振興課 布田課長 具体化はすると思います。 

○髙橋商工業部会長 ありがとうございました。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

 そろそろお時間、定刻になってまいりましたが、私から、両部会のちょうど中間領域に入る

産業、もしくはターゲットが両方から触れられていない感じを持っておりまして、ちょっと意

見を申し上げたいと思います。 

 一つは、私は農業というのは太陽エネルギーを最も有効に利用している産業だと思っており

まして、この太陽エネルギー利用という視点は、これは自然環境の問題、それから、サスティ

ナブル（持続可能な）社会をつくっていく上でも非常に重要な問題なんですが、食、食べたと

きの、食べ物にならなかった農産物をどうするかという問題、例えば、これも５年ほど前にな

りますが、スイスの研究者が私のところに参りまして、東北は食の供給基地である。そうする

と、食べられなかった農産物は一体どうなっているんだろう。それを使った、いわゆる今で言

えばバイオマスですね。バイオマスエネルギーへの転換の可能性とその潜在的な資源量がどれ

ぐらいあるかというのを、スイスというのは非常に自分の国の中の資源が乏しい国ですから、

世界にある資源は全部使っていいと。それを使って何か産業を考えてというのが彼らの戦略で

すから、その一環としてたまたま日本にその研究者が来ていたということがありました。 

 ですから、バイオマスの使い方もこのごろ産業技術サイドの方も大分進化してまいりまし

て、いちいち輸送してバイオマスをエネルギー化しなくても、逆に、移動的なプラントを持っ

ていて、それで、余剰生産物が生まれたところへ行ってエネルギーをとってくると。そんなよ

うな動きまで出ておりまして、太陽エネルギーの有効利用という視点で、エネルギー産業の一

環としての農の余剰物の産業化、試験化という問題。逆に今度は、商工業側からすれば、そこ

からエネルギーが手に入るという視点での産業化でしょうか。その辺も検討する余地があるか

なと思って見ておりました。これが１点。 

 それから、もう一つは、両方とも人材育成ということを非常に大事な柱として据えていらっ

しゃるんですが、この教育業自体が一つの産業というか、特に仙台は日本の中でも大学、高専

以外にいわゆる専修学校とか、専門学校が日本のほかの各地に比べて相対的にかなりたくさん

集中している地域で、２０歳から２２歳ぐらいの人口で見ると、特異的な分布を持っている、
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そんな統計データもあります。ですから、教育も産業として見たときに、どんなどの程度の位

置づけを持ち得るのか。大したことない金額かもしれませんけれどもね。統計としては一応お

調べいただいて、それをどこかに位置づけるかと。この２点だけ、ちょっと私、両方のこのプ

ランに向けて、ご検討いただければという私からのコメントです。 

○工藤農業部会長 食の方は４４ページに循環リサイクル型産業の創出ということで、今言われ

た食品残渣とそういうものがバイオマスを初めとしたそういうシステム化を推進すると。これ

は地域産業、多様な地域産業の一環としてこういうものも推進するということを部会でも検討

して、余り力強い文言にはなっておりませんが、そんなことを意味して書いておきました。 

○四ツ柳会長 わかりました。ちょっと見落としておりましたので、どこかで触れておいていた

だければ。ありがとうございました。 

 それでは、予定の時間がまいりまして、多様なご意見いただいまして、本当にありがとうご

ざいました。 

 それでは、両部会に対するこの委員会としてもの議論は、一応ここで終結させていただきま

して、これを踏まえて最終答申案を先ほど申し上げました商工業の方の部会と同様な部会のス

ケジュールで、来年１月中旬に宮城県に答申したいという方向で取りまとめに入りたいと思い

ます。 

 皆様方からのご意見を踏まえた微調整は、この農業部会に関しましては、工藤農業部会長と

私にご一任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、その方向で取りまとめさせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、以上、二つの案件ご審議をいただきありがとうございました。これで終了いたし

ますが、その前に、議事３でございます。 

 

（３）その他 

○四ツ柳会長 議事３で、その他の事項、事務局の方から何かございましたら、お願いいたしま

す。どうぞ。 

○産業政策推進室 山内室長補佐 それでは、事務局の方から二つほどお願いがございます。 

 今後のスケジュールについてでございますが、資料９をごらんいただきたいと思います。 

 本日の議論を踏まえまして、各計画の案を修正いたしまして、来年１月中旬になりますが、

本審議会から宮城県の答申を予定しております。その後、２月定例県議会にお諮りをいたしま

して、３月には各計画を公表する予定としております。 
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 ２点目でございますが、時間の関係もございまして、本日、お話がいただけなかった方々、

それから、それ以外のご意見等がございましたら、いつものように郵送、ファクス、電子メー

ルなどによりまして、１月１０日までにお寄せいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○四ツ柳会長 ありがとうございました。 

 今、ご案内のありましたとおり、今の議論を踏まえて、もしくは今の議論の中でご発言する

時間がなかったために意見を具申していない委員の先生方、ぜひ１月１０日までに事務局に郵

送、ファクス、メールなどでご意見お寄せいただきたいと思います。 

 特に、何かございますでしょうか。特にございませんようでしたら、これをもちまして、本

日の議事の一切を終了させていただきます。 

 どうやら希望が持てる姿の答申ができたように思いますので、これをベースに今後とも皆様

方のご協力をお願い申し上げたいと思います。 

 どうぞ皆様方、よいお年をお迎えくださいますように。 

 

 ４．閉 会 

○司会 大変ありがとうございました。 

 ご熱心なご議論をいただきましてありがとうございました。 

 以上をもちまして、第１４回宮城県産業振興審議会を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


